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１ 移動の円滑化を図る経路の位置付けと整備内容 

 

(1) 移動の円滑化を図る経路の考え方 

 

 重点整備地区内において、特定旅客施設（駅）と公共公益的施設を結ぶ経路であり、交通バ

リアフリー法に基づいて移動の円滑化を図る道路については、法律に基づく経路の条件や整備

の期間、移動円滑化基準の整備内容を考慮したうえで、特定経路として設定します。 

 しかし、重点整備地区内で、実際に特定旅客施設から公共公益的施設までの主な経路として

利用されている道路のなかには、歩道がなかったり、※1歩道有効幅員が狭い道路も存在します。

これらの道路については、周辺環境との調和や用地取得の難しさ、財政的制約、時間的制約等

の面から、法律に基づく移動円滑化基準を満たす整備を行うことが困難であると考えられる場

合もあります。 

 

そこで府中市では、このような特定経路としての位置付けが困難な道路についても、バリア

フリー化の対象から除外するのではなく、移動円滑化基準を完全に満たす整備内容とはなりま

せんが、対応が可能な部分のバリアフリー化を図る「準特定経路」という府中市独自の経路の

位置付けを行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 歩道有効幅員：歩道の幅員から､街路樹やガードパイプ､電柱あるいは､歩行者の安全で円滑な通行

を妨げる恐れのある工作物を除いた､歩行者等が実際に通行できる幅員。 

第５章 移動の円滑化を図る経路 

第
５
章 

 

移
動
の
円
滑
化
を
図
る
経
路 

注）38ページは製本の都合上、白紙ページであるため、ＰＤＦ化はしていません。
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(2) 移動の円滑化を図る経路の位置付けと整備内容 

 
 下表に示すとおり、特定経路と準特定経路の位置付けの違いにより、整備目標年次や整備の

内容等で若干の差異は生じることになりますが、府中市では両経路ともバリアフリー化すべき

道路として、現状の道路構造や沿道環境等に配慮し整備を推進します。 
 

 特定経路 

(交通バリアフリー法による対応) 

準特定経路 

(府中市としての独自の対応) 

経路の設定 特定旅客施設（駅など）と周辺の主要

な公共公益的施設を結ぶ経路 
同  左 

整備目標年次 平成 22 年（2010 年）までの整備が 
義務化されます。 

平成 22 年（2010 年）までに整備し 
ます。 

整備方針 
 

移動円滑化基準に基づき整備します。 移動円滑化基準を目標としますが、現

在の道路構造、沿道環境の中で可能な

部分のバリアフリー化整備をします。 
整備内容 ① 歩道の設置 

② 歩道有効幅員 2メートル以上の確保 
③ 透水性舗装 
④ 歩道こう配：※1 縦断方向 5%以下、

横断方向 1%以下 
⑤ 歩道と車道を縁石線で区画 
⑥ 横断歩道部分の歩車道境界部の段

差は 2 センチメートルを標準確保 
（またはゼロ段差に対しては視覚障害

者が歩車道境界を十分認識可能とす

るための措置が必要） 
⑦ 視覚障害者誘導用ブロックの整備 
⑧ 音響信号機の整備 
⑨ 案内標識等 

左記①～⑨等の中で対応可能な内容に

関して整備を推進します。 
 
そのほか、 
⑩ 可能な限りの歩道幅員の確保 
⑪ 歩道がない（※2外側線のみ）道路に

おいては、※3路側帯部分のカラーリン

グ等による歩行空間の明確化などの

方策を検討します。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 縦断方向：歩道に沿って平行方向。 

横断方向：歩道に対して直角方向。 

※2 外側線：歩道のない道路における、車両と歩行者の通行帯の境界線。 

※3 路側帯：外側線から道路区域外の土地との間の部分で、歩道のない道路における歩行者の通行帯。 
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２ 移動の円滑化を図る経路 

 

以下に重点整備地区において移動の円滑化を図る経路について示します。 

 

○ 対象とする公共公益的施設 

 特定旅客施設（府中駅または府中本町駅）から次に掲げる施設までの経路を、移動の円滑化

を図る経路として設定します。 

府中グリーンプラザ 府中グリーンプラザ分館 府中市役所 

府中駅北第２庁舎 中央図書館 武蔵府中郵便局 

府中小金井保健所 市民医療センター 教育センター 

府中公園 中央文化センター ルミエール府中 

ふれあい会館 市民陸上競技場 市民球場 

 

 

(1) 特定経路 

道路名称 対象区間 

府中街道（主要地方道 9 号,17 号） 
［イトーヨーカドー府中店］～寿町三丁目 
市民球場前～晴見町二丁目 

鎌倉街道（主要地方道 18 号） ［イトーヨーカドー府中店］～［府中本町駅］ 

国分寺街道（一般都道第 133 号） ［富士見通り］～大国魂神社前 

旧甲州街道（一般都道第 229 号） 府中市役所前～八幡宿 

市道 4-124 号～4-244 号 大国魂神社西～［府中本町駅］ 

(注) 対象区間の［ ］内は施設等の名称、その他は信号交差点名称を表します。 

 

(2) 準特定経路 

道路名称 対象区間 

甲州街道(一般国道 20 号) 小金井街道入口～［ふれあい会館］ 

府中街道(主要地方道 17 号) 市民球場前～寿町三丁目 

府中公園通り 府中警察署前～［府中公園北西］ 

桜通り 市民球場前～ルミエール府中東 

市道 3-219 号 府中駅北口～［桜通り］ 

市道 3-253 号(公共用地の一部) 
～3-254 号（公共用地の一部） 

～3-257 号 

［府中公園南西］ 
～［市民医療センター］～［いちょう通り］ 

市道 4-1 号（府中駅前通り） 大国魂神社東～府中駅北口（ペデストリアンデッキ含む） 

市道 4-50 号 ［大国魂神社北西角］～大国魂神社西 

市道 4-353 号 ［みずほ銀行府中支店前］ 

市道 4-438 号～4-394 号 ［府中グリーンプラザ分館］～［府中街道］ 

(注) 対象区間の［ ］内は施設等の名称、その他は信号交差点名称を表します。 
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府中駅500m圏

府中駅１km圏

重点整備地区

特定経路

準特定経路

特定経路・準特定経路（府中駅・府中本町駅周辺地区）

※ 3-○○○、4-○○○は、市道の路線名

（府中駅南口地区再開発事業区域）
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